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相
続
・
遺
言
手
続
、
成
年
後
見
、

土
地
家
屋
の
賃
貸
借
・
売
買
等
契

約
書
作
成
、
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
、

法
人
設
立
・
変
更
手
続
、
農
地
の

賃
貸
借
・
転
用
手
続
、
開
発
行
為

許
可
申
請
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま

す
。

■
電
話
無
料
相
談

10
月
１
日
（
木
）〜
３
日
（
土
）

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

長
野
県
行
政
書
士
会

☎
０
２
６（
２
２
４
）１
３
０
０

■
面
接
に
よ
る
無
料
相
談

10
月
18
日
（
日
）

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

Ａ
コ
ー
プ
き
そ
店

木
曽
町
福
島
塩
渕
２
８
７
２

☎
０
２
６
４（
23
）３
２
７
１

予
約
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

当
日
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

混
ん
で
い
る
場
合
、
相
談
ま
で

本
年
５
月
21
日
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
た
裁
判
員
制
度
に
つ
い
て
ご
理

解
い
た
だ
く
た
め
、「
コ
ー
ト
ハ
ウ

ス
見
学
ツ
ア
ー
」
を
開
催
し
ま
す
。

実
際
の
刑
事
裁
判
を
傍
聴
し
て

い
た
だ
く
ほ
か
、
現
役
裁
判
官
が

裁
判
員
制
度
に
関
す
る
説
明
や
法

廷
の
ガ
イ
ド
を
行
い
ま
す
。

入
場
は
無
料
で
す
が
、
事
前
に

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
日
時

・
10
月
15
日
（
木
）

午
後
６
時
30
分
〜
８
時
ま
で

・
11
月
13
日
（
金
）

・
12
月
11
日
（
金
）

午
後
３
時
〜
４
時
30
分
ま
で

■
場
所

長
野
地
方
裁
判
所
松
本
支
部

松
本
市
丸
の
内
10
＿
35

■
検
診
対
象
者

①
子
宮
が
ん
検
診
…
20
歳
以
上

②
乳
が
ん
検
診
…
超
音
波
検
診
30

歳
以
上　

マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
検

診
40
歳
以
上

（
い
ず
れ
も
視
触
診
検
診
と
の

セ
ッ
ト
に
な
り
ま
す
。）

年
度
内
に
偶
数
年
齢
（
平
成
22

年
３
月
31
日
現
在
の
年
齢
が
偶
数
）

と
な
る
方
を
対
象
者
と
し
ま
す
。

奇
数
年
齢
に
な
る
方
は
、
来
年
度

に
受
診
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。
た
だ
し
、
昨
年
度
受

診
し
て
い
な
い
方
に
つ
い
て
は
、

担当

保
健
衛
生
係

検
診
車
に
よ
る
子
宮
が
ん
・

検
診
車
に
よ
る
子
宮
が
ん
・

乳
が
ん
検
診
に
つ
い
て

乳
が
ん
検
診
に
つ
い
て

担当

総
務
係

行
政
書
士
無
料
相
談
会

行
政
書
士
無
料
相
談
会

担当

長
野
地
方
裁
判
所
松
本
支
部

☎
０
２
６
３
（
32
）
３
０
９
０

コ
ー
ト
ハ
ウ
ス

コ
ー
ト
ハ
ウ
ス((

裁
判
所

裁
判
所))

見
学
ツ
ア
ー

見
学
ツ
ア
ー
inin
松
本
松
本

〜
裁
判
員
の
イ
ス
に
座
っ
て
み
ま
せ
ん
か
〜

〜
裁
判
員
の
イ
ス
に
座
っ
て
み
ま
せ
ん
か
〜

年
度
中
に
奇
数
年
齢
に
な
る
場
合

で
も
受
診
で
き
ま
す
。

■
検
診
日

平
成
21
年
11
月
27
日
（
金
）

■
検
診
会
場

社
会
体
育
館

■
検
診
費
用

子
宮
が
ん
検
診　

１
，４
０
０
円

乳
が
ん
検
診　
　

30
歳
以
上
…
１
，３
０
０
円

40
歳
以
上
…
１
，７
０
０
円

※
た
だ
し
生
活
保
護
世
帯
、
町
民

税
非
課
税
世
帯
は
無
料
に
な
り

ま
す
。（
申
し
込
み
時
の
申
し
出

が
必
要
で
す
。）
ま
た
、
国
民
健

康
保
険
の
補
助
制
度
と
し
て
、

国
保
加
入
者
（
年
度
年
齢
70
歳

以
下
の
方
）
は
、
申
請
に
よ
り

検
診
料
全
額
補
助
し
ま
す
。

注
意
事
項

①
子
宮
が
ん
検
診
は
、
頸
部
が
ん

検
診
の
み
で
、
体
部
が
ん
検
診

は
行
い
ま
せ
ん
。

②
こ
の
検
診
は
、
申
し
込
み
制
で

す
。
11
月
６
日
（
金
）
ま
で
に
、

必
ず
お
申
し
込
み
を
し
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

オ
ー
タ
ム
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
が

９
月
28
日
か
ら
10
月
16
日
ま
で
発

売
さ
れ
ま
す
。

賞
金
は
１
等
・
前
後
賞
合
わ
せ

て
２
億
円
で
す
。
当
た
り
実
感
の

あ
る
少
額
賞
金
、
４
等
10
万
円
が

１
３
，０
０
０
本
で
す
。

担当

企
画
財
政
係

オ
ー
タ
ム
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
が

オ
ー
タ
ム
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
が

発
売
さ
れ
ま
す

発
売
さ
れ
ま
す

お
近
く
の
販
売
店
で
購
入
で
き

る
他
、
通
信
販
売
で
買
う
こ
と
も

で
き
ま
す
。

こ
の
宝
く
じ
の
収
益
金
は
市
町

村
の
明
る
い
ま
ち
づ
く
り
や
環
境

対
策
、
高
齢
化
対
策
な
ど
地
域
住

民
の
福
祉
向
上
の
た
め
に
使
わ
れ

ま
す
。

■
日
時

　

10
月
９
日
（
金
）

　

午
後
１
時
30
分
〜
２
時

■
場
所

　

南
木
曽
会
館
大
会
議
室

■
対
象
者

平
成
21
年
６
月
以
前
の
出
生

で
、
二
回
接
種
を
受
け
て
い
な

い
お
子
さ
ん

※
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
は
二
回
接
種

が
必
要
で
す
。
ま
だ
一
回
し
か

接
種
を
し
て
い
な
い
お
子
さ
ん

は
、
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
母

子
手
帳
を
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。

当
日
は
、『
母
子
手
帳
』
を
必
ず

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

担当

保
健
衛
生
係

ポ
リ
オ
予
防
接
種
に
つ
い
て

ポ
リ
オ
予
防
接
種
に
つ
い
て

少
し
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
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法まもる
心が築く よい社会

最高裁判所・法務省・日本弁護士連合会

「法の日」週間
10月1日から7日まで

いきいき健診　結果報告会いきいき健診　結果報告会ののお知らせお知らせ
9 月 1～ 3日に実施しました、

いきいき健診の結果報告会を次の
日時・場所に各分館日本間で行い
ます。お誘いあってお出かけくだ
さい。

※対象地区の分館にお出かけくだ
さい。ご都合が悪い場合、他の
地区においでいただいても結構
ですが、報告書の準備が必要で

お問い合わせ先　　南木曽町役場　住民課　保健衛生係　☎0264－57－2001

すので、担当まで事前にご連絡ください。
※この結果報告会は、以下の方を対象に行います。その他の健診受診結果は、別にお返しします。
・75歳以上の後期高齢者医療保険の被保険者
・65～ 74歳の障害認定による後期高齢者医療保険の被保険者

10 月 13日（火）　 9：30　妻籠分館
　14：00　北部分館
　    〃    　与川分館

10 月 14日（水）　 9：30　田立分館
　    〃    　三留野分館
　14：00　広瀬分館
　    〃    　蘭分館

長
野
県
労
働
委
員
会
は
、
労
働

者
個
人
と
事
業
主
間
の
ト
ラ
ブ
ル

を
解
決
す
る
た
め
の
「
あ
っ
せ
ん
」

を
行
っ
て
い
ま
す
。

手
続
は
簡
単
・
無
料
で
、
労
使

双
方
が
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

（
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。）

■
ト
ラ
ブ
ル
の
例

・ 

会
社
か
ら
納
得
で
き
な
い
理
由

で
突
然
解
雇
（
リ
ス
ト
ラ
）
さ

れ
た

・ 
パ
ー
ト
で
働
い
て
い
る
が
、
何

の
説
明
も
な
く
時
給
を
下
げ
ら

れ
た

・ 

配
転
命
令
を
出
し
た
が
、
従
業

員
に
納
得
し
て
も
ら
え
な
い

■
あ
っ
せ
ん
と
は

原
則
と
し
て
、
公
益
委
員
（
大

学
教
授
・
弁
護
士
な
ど
）、
労
働
者

委
員
（
労
働
組
合
役
員
）、
使
用
者

委
員
（
企
業
経
営
者
、
使
用
者
団

体
役
員
）、
事
務
局
職
員
の
４
者
で

構
成
す
る
あ
っ
せ
ん
員
が
、
労
使

双
方
の
主
張
を
確
か
め
、
場
合
に

担当
長
野
県
労
働
委
員
会
事
務
局
（
長
野
県
庁
８
Ｆ
）

☎
０
２
６
（
２
３
５
）
７
４
６
８

E-m
ail

：roi@
pref.nagano.jp

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://www.pref.nagano.jp/roi/kashokai.htm

職
場
の
ト
ラ
ブ
ル
で

職
場
の
ト
ラ
ブ
ル
で

お
困
り
の

お
困
り
の

労
働
者・事
業
主
の
皆
様
へ

労
働
者・事
業
主
の
皆
様
へ

よ
っ
て
は
あ
っ
せ
ん
案
を
示
し
な

が
ら
、
労
使
双
方
に
働
き
か
け
、

紛
争
の
自
主
的
解
決
を
援
助
す
る

制
度
で
す
。

最
低
賃
金
制
は
、
法
律
に
基
づ

き
、
国
が
賃
金
の
最
低
額
を
決
め
、

使
用
者
は
、
そ
の
金
額
以
上
の
賃

金
を
労
働
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
制
度
で

す
。長

野
県
内
の
事
業
場
で
働
く
全

て
の
労
働
者
と
労
働
者
を
一
人
で

も
使
用
し
て
い
る
全
て
の
使
用
者

に
適
用
さ
れ
る
「
長
野
県
最
低
賃

金
」
が
平
成
21
年
10
月
１
日
か
ら

時
間
額
６
８
１
円
に
改
正
さ
れ
ま

し
た
。

こ
の
機
会
に
、
ぜ
ひ
賃
金
の
確

認
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
対
象
と
な
る
賃
金
は
、

通
常
の
労
働
時
間
・
労
働
日
に
対

応
す
る
賃
金
で
、
臨
時
に
支
払
わ

れ
る
賃
金
、
精
皆
勤
手
当
、
通
勤

手
当
及
び
家
族
手
当
な
ど
は
含
ま

れ
ま
せ
ん
。

担当
長
野
労
働
局 

労
働
基
準
部 

賃
金
室

☎
０
２
６
（
２
２
３
）
０
５
５
５

長
野
県
内
の

長
野
県
内
の

最
低
賃
金
の
お
し
ら
せ

最
低
賃
金
の
お
し
ら
せ

不法無線局からの電波等により、テレビがきれいに映らない、ラジオに雑
音が入るといった電波に関するご相談は、信越総合通信局までどうぞ。

★不法無線局が原因と思われる受信障害に関するもの
信越総合通信局　監視調査課　　　☎ 026-234-9976

★上記以外の原因と思われる受信障害に関するもの
信越総合通信局　受信障害対策官　☎ 026-234-9991

★その他の行政相談に関するもの
信越総合通信局　総括調整官　　　☎ 026-234-9961

総務省　信越総合通信局　〒 380-8795　長野市旭町 1108 番地

～テレビ・ラジオの受信障害に関する信越総合通信局からのお知らせ～
10月は「受信環境クリーン月間」
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